
証券コード 9052

平成28年月8日

株 主 各 位
神戸市長田区御屋敷通丁目番号

山 陽 電 気 鉄 道 株 式 会 社
代表取締役社長 上 門 一 裕

第127回定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。

　さて、当社第127回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、

ご出席くださいますようご通知申しあげます。

なお、当日お差し支えのためご出席いただけない場合は、書面に

よって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の

「株主総会参考書類」をご検討いただき、同封の議決権行使書用紙に

賛否をご表示のうえ、平成28年月28日午後時30分までに折り返し

ご送付くださいますようお願い申しあげます。　　　　　　敬　具

記

(1) 日 時 　平成28年月29日（水曜日）午前10時

(2) 場 所 　神戸市中央区東川崎町一丁目番号

神戸情報文化ビル階　神戸新聞松方ホール

(3) 目 的 事 項

報告事項 1.第127期 ( 平成27年4月日から
平成28年3月31日まで ) 事業報告、連結計算書類

および計算書類報告の件

2.会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

決議事項

第１号議案

第２号議案

剰余金の配当の件

監査役名選任の件

以　上

◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますよう
お願い申しあげます。

◎株主総会参考書類ならびに事業報告、計算書類および連結計算書類に修正が生じた場合は、
インターネット上の当社ウェブサイト（http://www.sanyo-railway.co.jp/）に掲載させて
いただきます。
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添　　付　　書　　類

事　　　業　　　報　　　告

(平成27年月日から
平成28年月31日まで)

Ⅰ　企業集団の現況に関する事項

1.　事業の経過およびその成果

当連結会計年度のわが国経済は、政府主導の経済政策により、景気は緩やかな

回復基調が続いてきたものの、海外経済の減速による景気の下振れリスクが

顕在化するなど、先行き不透明な状況で推移いたしました。

このような情勢のなか、当社では沿線への旅客誘致に積極的に取り組んだ

ほか、不動産業の一層の拡充に注力しました。また、山陽百貨店では、売場

リニューアルを通じて他店との差別化をはかり、収益拡大に努めました。

この結果、当連結会計年度の営業収益は48,267百万円（前期比0.3％増）、

営業利益は3,624百万円（前期比6.8％増）、経常利益は3,608百万円

（前期比10.8％増）、親会社株主に帰属する当期純利益は1,849百万円

（前期比4.1％減）となりました。

運　　輸　　業

　鉄道事業におきましては、平成の大修理を終えた世界文化遺産・姫路城

のほか、沿線各所の観光スポットを国内外に広くＰＲし、積極的に

お客さま誘致に努めました。また、ご好評をいただいている各種１ｄａｙ

チケットのほか、訪日外国人旅行者向けの「ＨＩＭＥＪＩ　ＴＯＵＲＩＳＴ

ＰＡＳＳ」などの販売強化を通じて一層の収益拡大に注力いたしました。

このほか、一部直通特急の停車駅見直しによる速達性向上を主眼とした

ダイヤ改正を行い、お客さまへのサービス向上に努めました。施設面では、

明石川～林崎松江海岸駅間での第２期明石市内連続立体交差事業において、

高架線路に切り替え、新しい西新町駅の営業を開始すると同時に、９箇所の

踏切を廃止いたしました。また、安全性の向上と省電力化等のため、

3000系車両の代替となる6000系車両の新造工事のほか、駅のホーム・

コンコース等の照明器具のＬＥＤ化にも取り組みました。

　運輸業全体の営業収益につきましては、姫路城のグランドオープン等に

より行楽客が増加したことに加え、前期は消費税率引き上げによる先買い

需要の反動減があったことなどから、19,110百万円（前期比3.7％増）と

なりました。
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流　　通　　業

流通業におきましては、姫路駅前に大型商業施設等の展開が進み競争が

激化するなか、山陽百貨店では、前期から取り組んできた売場増床を伴う

リモデルにより、海外化粧品をはじめとする婦人雑貨の品揃えを充実させ

ました。また、紳士・婦人服売場では、買いまわりしやすい売場環境に整備

したほか、紳士向け海外有名ブランドや人気婦人服ショップ等を新たに

導入し、店舗構成を再構築しました。さらに、集客効果を全館に波及させる

べく、地階食料品売場においても、魅力的な店舗を引き続き誘致しました。

　流通業全体の営業収益につきましては、山陽百貨店において売場増床を

伴うリモデル効果があったことなどから、20,739百万円（前期比0.7％増）

となりました。

不　動　産　業

不動産業のうち分譲事業におきましては、大阪府堺市で「プレイズ堺

光明池」、京都市伏見区で「Ａｉｔｏ」の販売を行いました。また、神戸市

中央区で「ザ・パークハウス 神戸ハーバーランドタワー」、姫路市中心部

では「エスコート姫路 ザ・レジデンス」の建設・販売を進めました。賃貸

事業におきましては、神戸市垂水区小束山地区には特別養護老人ホーム等を、

西新町駅前には医療施設を誘致いたしましたほか、大阪市内で賃貸

マンション「エス・キュート梅田中崎町」「エス・キュート城東中央」を

取得するなど、事業基盤の強化にも取り組みました。

不動産業全体の営業収益につきましては、前期に比べマンション分譲の

規模が小さかったことなどにより、4,937百万円（前期比8.5％減）

となりました。

レジャー・サービス業

レジャー・サービス業におきましては、山上から瀬戸内の大パノラマを

一望できる須磨浦山上遊園で、鉄道と連携した企画乗車券「すまうらロープ

ウェイお楽しみきっぷ」を発売したほか、ご家族連れがお楽しみいただける

各種イベントを季節ごとに開催して行楽客の誘致に努めました。舞子ホテル

では、季節の食材によるイタリアンや、和洋が融合した邸宅と美しい日本

庭園を活かしたウェディングプランを積極的にＰＲいたしました。

レジャー・サービス業全体の営業収益につきましては、飲食業で売上が

減少したことなどにより、2,304百万円（前期比2.3％減）となりました。

その他の事業

一般労働者派遣業、設備の整備業などのその他の事業におきましては、

外部顧客の獲得に努めたものの、営業収益につきましては1, 1 7 4

百万円（前期比10.1％減）となりました。
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事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。

事業の種類別セグメント 営業収益（百万円） 構　成　比（％）

運 輸 業 19,110 39.6

流 通 業 20,739 43.0

不 動 産 業 4,937 10.2

レジャー・サービス業 2,304 4.8

そ の 他 の 事 業 1,174 2.4

合 計 48,267 100.0

2.　設備投資の状況

(1) 当連結会計年度に竣工した主な工事は、次のとおりであります。

運　　輸　　業

車両新造工事

八木松陰線立体交差部拡幅工事

流　　通　　業

店舗増床工事

不　動　産　業

大阪市北区中崎町賃貸マンション購入

大阪市城東区賃貸マンション購入

(2) 現在施工中の主な工事は、次のとおりであります。

運　　輸　　業

明石市内連続立体化工事

3.　資金調達の状況

設備資金等に充当するため、株式会社日本政策投資銀行からの400百万円を

はじめ、金融機関から所要の借入れを行いました。

なお、当連結会計年度末の借入金および社債の残高は31,499百万円で、

前期末に比し2,702百万円減少いたしました。
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4.　対処すべき課題

　今後の見通しにつきましては、企業業績や雇用環境に改善の動きが

みられたものの、少子高齢化の進行や海外経済の下振れリスクが懸念

されるなど、当社グループを取り巻く環境は依然として厳しい状況が続く

と思われます。

　このような情勢に対処するため、2018年度までの中期経営計画の４つの

基本戦略である「各事業の連携強化による企業価値および沿線価値の

向上」「新たな需要への積極的な取り組み」「非鉄道事業分野での収益

基盤の着実な拡充」「安全・安心の確立とサービス向上に必要な設備投資

の実施」に基づき、各種施策に取り組んでまいります。

　運輸業のうち鉄道事業におきましては、世界文化遺産・姫路城をはじめ、

須磨・明石エリアなど、沿線観光地の魅力を国内に限らず広くＰＲすべく、

さらなる情報発信に注力するほか、「阪神・山陽シーサイド１day

チケット」や「ＨＩＭＥＪＩ ＴＯＵＲＩＳＴ ＰＡＳＳ」などの各種企画

乗車券の販売強化を通じて、一層の収益拡大をはかります。設備面に

おきましては、3000系車両の代替となる省電力型の6000系車両の増備や

踏切障害物検知装置とＡＴＳ（自動列車停止装置）を連動させるための

工事等を進め、安全性のさらなる向上に努めてまいります。また、

明石川～林崎松江海岸駅間での第２期明石市内連続立体交差事業につき

ましては、高架下の有効利用も含めて地域の活性化に貢献できるよう

取り組んでまいります。

　流通業におきましては、姫路駅前での大型商業施設等の展開が進むこと

により、賑わいの高まりと同時に店舗間の競争がさらに激化するなか、

山陽百貨店では、引き続き婦人服・婦人雑貨売場のリモデルに着手する

など、商品力の一層の強化をはかり、姫路地域での絶対的な地位を確立

してまいります。

　不動産業のうち分譲事業におきましては、姫路市中心部で「エスコート

姫路 ザ・レジデンス」の建設・販売を進めるほか、沿線での戸建分譲

事業に取り組むなど、これまで培ってきたノウハウを活かし、事業拡大に

注力いたします。賃貸事業では、神戸市垂水区小束山地区で商業施設の

誘致や賃貸マンションの建設を進めるなど、保有土地の有効活用に積極的

に取り組むとともに、新たな収益不動産の取得を通じて、事業基盤を

より強固なものとしてまいります。

　レジャー・サービス業およびその他の事業におきましては、雄大な

瀬戸内の景色をお楽しみいただける須磨浦山上遊園において、鉄道との

連携を強化するなかで、行楽客のさらなる誘致に努めてまいります。

　当社グループは、安全・安心を絶対条件とする交通事業者に課せられた

社会的使命を果たしていくとともに、今後も様々な分野で積極果敢に

挑戦し、山陽電鉄グループのさらなる発展に努めてまいる所存であります。
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5.　財産および損益の状況の推移

区 分
第 1 2 4 期
平成24年度

第 1 2 5 期
平成25年度

第 1 2 6 期
平成26年度

第 1 2 7 期
平成27年度

営 業 収 益(百万円） 48,887 46,512 48,101 48,267

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

(百万円） 1,619 2,018 1,928 1,849

１株当たり当期純利益(円） 14.56 18.15 17.35 16.64

総 資 産(百万円） 97,636 108,090 112,345 108,589

（注）株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式総数より自己株式数を除いた株式数を

用いて算出しております。

6.　重要な子会社の状況（平成28年月31日現在）

会 社 名 資 本 金 出資比率 主 要 な 事 業 内 容

百万円 ％

株 式 会 社 山 陽 百 貨 店 405 52.5 百貨店業

山 商 株 式 会 社 90 100 飲食業

山 陽 バ ス 株 式 会 社 80 100 バス事業、旅行業

株 式 会 社 山 陽 ア ド 50 100 広告代理業

株式会社山陽フレンズ 50 100 売店業、乗車券受託販売業

株式会社日本ワークシステム 50 100 一般労働者派遣業

大阪山陽タクシー株式会社 30 100 タクシー業、飲食業

山陽タクシー株式会社 30 100 タクシー業

（注）大阪山陽タクシー株式会社は、同社の子会社であった山電流通株式会社を平成28年

月日付で吸収合併いたしました。
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7.　主要な事業内容（平成28年月31日現在）

事業の種類別セグメント 主 要 な 事 業 内 容

運 輸 業 鉄道事業、バス事業、タクシー業

流 通 業 百貨店業、売店業

不 動 産 業 不動産賃貸事業、不動産分譲事業

レジャー・サービス業 索道事業、遊園事業、飲食業他

そ の 他 の 事 業
一般労働者派遣業、設備の保守・整備・工事業、
ビル管理・営業管理業他

8.　主要な事業所（平成28年月31日現在）

名 称 所 在 地

当 社 本 社 神戸市長田区御屋敷通丁目番号

鉄 道 事 業 本 部 明石市二見町東二見1050番地

山 陽 バ ス 本 社 神戸市垂水区清水が丘丁目10番22号

山 陽 百 貨 店 姫路市南町番地

9.　従業員の状況（平成28年月31日現在）

事業の種類別セグメント 従 業 員 数

名

運 輸 業 1,350

流 通 業 313

不 動 産 業 28

レ ジ ャ ー ・ サ ー ビ ス 業 68

そ の 他 の 事 業 216

合 計 1,975

（注）従業員数は就業人員であり、臨時従業員は含んでおりません。
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10.　主要な借入先（平成28年月31日現在）

借 入 先 借 入 額

百万円

株 式 会 社 日 本 政 策 投 資 銀 行 9,300

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 3,673

三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 2,253

兵 庫 県 信 用 農 業 協 同 組 合 連 合 会 2,033

株 式 会 社 み な と 銀 行 1,740

三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 信 託 銀 行 株 式 会 社 1,265
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Ⅱ　会社の株式に関する事項（平成28年月31日現在）

(1) 発行可能株式総数 240,000,000株

(2) 発行済株式の総数 111,652,992株（自己株式502,820株を含む。）

(3) 株     主     数 8,542名

(4) 大     株     主

株 主 名 持 株 数 持株比率

千株 ％

阪 神 電 気 鉄 道 株 式 会 社 19,400 17.5

関 電 不 動 産 株 式 会 社 5,606 5.0

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 3,100 2.8

みずほ信託銀行株式会社退職給付信託川崎重工業口
再信託受託者資産管理サービス信託銀行株式会社

1,363 1.2

日本マスタートラスト信託銀行株式会社
（ 退 職 給 付 信 託 神 姫 バ ス 口 ）

1,300 1.2

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 1,274 1.1

三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 1,232 1.1

鹿 島 建 設 株 式 会 社 1,102 1.0

モ ロ ゾ フ 株 式 会 社 1,035 0.9

兵 庫 県 信 用 農 業 協 同 組 合 連 合 会 1,000 0.9

（注）1.持株比率は、自己株式を除いて算出しております。

2.関電不動産株式会社は、平成28年月日をもって、ＭＩＤ都市開発株式会社と合併し、

商号を関電不動産開発株式会社に変更しております。
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Ⅲ　会社役員に関する事項

(1) 取締役および監査役の氏名等

地 位 氏 名 担当および重要な兼職の状況

代 表 取 締 役
社 長

うえ

上
かど

門
かず

一
ひろ

裕

阪神電気鉄道株式会社　取締役
神姫バス株式会社　取締役
株式会社山陽百貨店　取締役

代 表 取 締 役
専 務 取 締 役

き

木
むら

村
とし

俊
のり

紀

総括
山陽バス株式会社　代表取締役社長
株式会社山陽百貨店　取締役

専 務 取 締 役
なか

中
の

野
 

　
たかし

隆
経営統括本部長
株式会社山電情報センター　代表取締役社長

常 務 取 締 役
よし

吉
だ

田
いく

育
お

朗
鉄道事業本部長
神戸高速鉄道株式会社　取締役

常 務 取 締 役
あら

荒
き

木
す

素
なお

直
経営統括本部副本部長兼ゼネラルマネージャー
株式会社山陽百貨店　監査役

取 締 役
うえ

上
すぎ

杉
まさ

雅
ひこ

彦
神姫バス株式会社　代表取締役会長
株式会社山陽百貨店　取締役

取 締 役
さか

坂
い

井
しん

信
や

也

阪急阪神ホールディングス株式会社　代表取締役
阪神電気鉄道株式会社　代表取締役・取締役会長
朝日放送株式会社　取締役
株式会社神戸製鋼所　監査役

取 締 役
もり

森
もと

本
かず

一
ひろ

弘
経営統括本部マネージャー
株式会社山陽フレンズ　代表取締役社長

取 締 役
よね

米
だ

田
しん

真
いち

一 開発事業本部長

取 締 役
かな

金
たに

谷
あき

明
ひこ

彦 鉄道事業本部副本部長兼安全推進・企画部長

常 任 監 査 役
（常　勤）

もり

守
や

屋
 

　
おさむ

治 株式会社山陽百貨店　監査役

監 査 役
（常　勤）

おお

大
の

野
みね

峰
お

雄 株式会社山陽百貨店　監査役

監 査 役
やぶ

籔
もと

本
のぶ

信
ひろ

裕 株式会社みなと銀行　特別顧問

監 査 役
なか

中
もり

森
とも

朝
あき

明 関電不動産株式会社　代表取締役社長
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　（注）1.当期中の就任役員

　金　谷　明　彦　　平成27年月19日　　取締役就任

2.当期中の退任役員

　奥　平　克　治　　平成27年月19日　　常務取締役退任

3.当期中の地位の異動

異動前の地位および氏名 異動年月日 異動後の地位

取 締 役 荒 木 素 直 平成27年月19日 常 務 取 締 役

4.上杉雅彦および坂井信也の両取締役は、会社法第条第15号に定める社外取締役で

あります。

5.籔本信裕および中森朝明の両監査役は、会社法第条第16号に定める社外監査役で

あります。

6.当社は、すべての社外取締役および社外監査役を東京証券取引所の定めに基づく

独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

7.当社は、会社法第427条第項ならびに当社定款第28条および第36条の規定に基づき、

すべての社外取締役および社外監査役との間で、会社法第423条第項に規定する

損害賠償責任を法令が規定する額に限定する契約を締結しております。

8.関電不動産株式会社は、平成28年月日をもって、ＭＩＤ都市開発株式会社と合併し、

商号を関電不動産開発株式会社に変更しております。

(2) 当事業年度に係る取締役および監査役の報酬等の額

取締役11名　　　215百万円　（うち社外　2名　11百万円）

監査役４名　　　 48百万円　（うち社外　2名　11百万円）

（注）1.上記の取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含んでおり

ません。

2.上記の取締役および監査役の報酬等の額には、当事業年度に役員賞与引当金として

費用処理した33百万円（うち、取締役分28百万円、監査役分百万円）を含んでおり

ます。
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(3) 社外役員に関する事項

区 分 氏 名 主 な 活 動 状 況 重要な兼職の状況

取 締 役 上杉雅彦
当事業年度における取締役会に、
回中回出席し、議案審議等に
必要な発言を適宜行っております。

神姫バス株式会社　代表取締役会長
株式会社山陽百貨店　取締役

取 締 役 坂井信也
当事業年度における取締役会に、
回中回出席し、議案審議等に
必要な発言を適宜行っております。

阪急阪神ホールディングス株式会社
代表取締役
阪神電気鉄道株式会社
代表取締役・取締役会長
朝日放送株式会社　取締役
株式会社神戸製鋼所　監査役

監 査 役 籔本信裕

当事業年度における取締役会に、
回中回出席し、議案審議等に
必要な発言を適宜行っております。
また、監査役会に、回中回
出席し、監査結果についての意見
交換、監査に関する重要事項の協議
等を行っております。

株式会社みなと銀行　特別顧問

監 査 役 中森朝明

当事業年度における取締役会に、
回中回出席し、議案審議等に
必要な発言を適宜行っております。
また、監査役会に、回中回
出席し、監査結果についての意見
交換、監査に関する重要事項の協議
等を行っております。

関電不動産株式会社
代表取締役社長

（注）1.取締役上杉雅彦は、神姫バス株式会社の代表取締役会長でありますが、当社は同社との

取引はありません。また、兼職先の株式会社山陽百貨店は当社の子会社であり、当社は

同社の金融機関等からの借入金に対して債務保証を行っておりますほか、商品の購入、

土地・建物の賃貸借および資金貸付に関する取引があります。

2.取締役坂井信也は、阪神電気鉄道株式会社の代表取締役・取締役会長であり、当社は

同社との鉄道列車の相互直通運転等に関し、直通区間における列車の運転に関する取引、

列車の運転業務等の受託に関する取引および共同駅の使用等に関する取引があります。

また、当社は兼職先の阪急阪神ホールディングス株式会社、朝日放送株式会社および

株式会社神戸製鋼所との取引はありません。

3.監査役籔本信裕は、株式会社みなと銀行の特別顧問であり、当社は同社と借入等に関する

取引があります。

4.監査役中森朝明は、関電不動産株式会社(現関電不動産開発株式会社)の代表取締役社長で

ありますが、当社は同社との取引はありません。
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Ⅳ　会計監査人の状況

(1) 会計監査人の名称　　　　　　　　　新日本有限責任監査法人

(2) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

①当事業年度に係る会計監査人の報酬等 30百万円

②当社および当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額

50百万円

（注）1.会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に

基づく監査の監査報酬の額を区分しておらず、実質的にも区分できないため、①の

金額にはこれらの合計額を記載しております。

2.監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況および報酬

見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、

会計監査人の報酬等について同意を行っております。

(3) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

　監査役会は、会計監査人が会社法第340条第項各号に定める項目に該当する

場合、もしくは該当するおそれがあると認められる場合、会計監査人の解任に

ついて審議いたします。

　また、会計監査人の職務執行に支障があると認められる場合、監査役会は

株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定

いたします。

(4) 会計監査人が受けた過去年間の業務の停止の処分に係る事項

当社の会計監査人は、平成27年12月22日に金融庁から、契約の新規の締結に

関する業務の停止ヶ月（平成28年月日から同年月31日まで）の処分を

受けました。
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Ⅴ　業務の適正を確保するための体制および当該体制の運用状況

　(1)業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要

　当社は、業務の適正を確保するための体制として、「内部統制システムの

構築」について下記のとおり決定しております。

① 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

社内規定等に基づき、各担当部門において適切かつ確実に保存および

管理を行うこととしており、取締役および監査役が必要に応じて閲覧

できる状態を維持している。

② 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

当社の主事業である運輸交通事業の社会的使命に鑑み、事故の絶滅を

期すことを目的として、安全管理規程を定め、安全マネジメント態勢を

構築している。

組織横断的リスク状況の監視、全社的対応および経営の基本に関する

リスク対応は経営統括本部が行う。各事業本部の所管業務に付随する

リスク管理は当該部門が行うこととしている。また、業務執行の重要な

事項については、多面的な検討を経て慎重に決定するため、常務会を随時

開催し、事業の推進に伴うリスクを継続的に監視している。

リスク管理体制として、大規模な事故・災害等が発生した場合には、

社長を本部長とする対策本部を設置して対応する。

③ 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合すること、及び

取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

「山陽電鉄グループ企業倫理規範」の制定、および監査室に

「コンプライアンス相談窓口」を設置するとともに、社外の弁護士を

「社外通報窓口」としコンプライアンス体制を整備することにより、

実効性を強化している。

また、コンプライアンス体制のなかで収集したコンプライアンスに

関するリスク管理情報の審議結果については、監査役会に報告するほか、

必要に応じて意見を求めている。

取締役の効率的な職務の執行については、社内規定等に基づいた職務

権限および意思決定ルールにより適切に行っている。

④ 企業集団における業務の適正を確保するための体制

グループ会社の取締役の職務の執行状況については、経営統括本部が

定期的にまたは必要に応じて、グループ会社の取締役から報告を受ける

こととしている。

経営統括本部は、グループ会社のリスク情報聴取を定期的に行っており、

損失の危険の恐れがある場合には、当該グループ会社と連携して対処に
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あたることとしている。

経営統括本部は、グループ会社の取締役の効率的な職務の執行を確保

するため、各グループ会社に収支計画において経営目標を設定させ、

その執行状況を確認しているほか、法務および経理関係業務等に関する

指導を行っている。

グループ会社の取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に

適合することを確保するため、「山陽電鉄グループ企業倫理規範」の制定、

および監査室に「コンプライアンス相談窓口」を設置するとともに、

社外の弁護士を「社外通報窓口」としコンプライアンス体制を整備する

ほ か 、 監 査 室 が グ ル ー プ 会 社 の 内 部 監 査 を 実 施 し 、 必 要 に

応じて内部統制の改善策の指導、実施の支援・助言を行うことにより、

内部統制の有効性と妥当性を確保している。

⑤ 監査役の職務を補助すべき使用人及びその使用人の取締役からの独立性、

並びに監査役の職務を補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に

関する事項

監査役の職務を補助するため、監査室の構成員を監査役の職務を補助

する使用人としている。当該使用人は、監査役の行う業務の執行に

関しては、監査役の指揮・命令を受ける。

監査室の構成員たる使用人の取締役からの独立性を確保するため、当該

使用人の任命・異動等の人事権に関わる事項の決定には、あらかじめ常任

監査役に相談し意見を求めることにしている。

⑥ 当社の取締役及び使用人、並びにグループ会社の取締役、監査役及び

使用人又はこれらの者から報告を受けた者が監査役に報告をするための

体制その他の監査役への報告に関する体制

当社の取締役および使用人は、監査役に回付する書類および報告する

事項等について定めた内規に基づき、監査役の職務遂行のため、監査に

必要な情報を適切かつ適時に報告する。

内部監査人（監査室）、会計監査人は、監査役会に対し、定期的に監査

状況および結果の報告を行っている。

当社の取締役および使用人、ならびにグループ会社の取締役、監査役

および使用人またはこれらの者から報告を受けた者は、当社および

グループ会社の業務または業績に影響を与える重要な事項について、

監査役に都度報告する。また、監査役はいつでも必要に応じて、当社の

取締役および使用人、ならびにグループ会社の取締役、監査役、使用人

およびこれらの者から報告を受けた者に対して報告を求めることができる。

当社は、上記の監査役への報告を行った者に対し、当該報告を行った

ことを理由として不利な取扱いをすることを禁止している。

－ 15 －

会社の体制および方針



⑦ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制、

及び監査役の職務の執行について生じる費用の前払又は償還の手続

その他の当該職務の執行について生じる費用又は債務の処理に係る方針に

関する事項

監査役は監査役会で決議した監査の方針等に基づき、取締役会や

常務会等の重要な会議に出席して意見を述べるほか、監査役の監査の

実効性を確保するため、取締役等からその職務の執行状況を聴取すること、

重要な決裁書類および帳票類を閲覧すること、主要な工事の竣工検査に

立ち会うこと、および主要な事業職場における業務および財産の状況を

調査することができる体制を整備している。

また、当社は監査役の職務の執行について生じる費用または

債務は、請求のあった後、速やかに処理することとしている。

　(2)業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

① コンプライアンスに対する取組み

　新入社員に対してコンプライアンスに関する研修を実施するなど、

「山陽電鉄グループ企業倫理規範」の周知徹底をはかるとともに、当社

およびグループ会社の取締役、監査役および使用人に「コンプライアンス

カード」を配布しコンプライアンスの啓発に努めました。また、監査室に「コ

ンプライアンス相談窓口」を設置するとともに、社外の弁護士を

「社外通報窓口」としコンプライアンス体制を整備し、コンプライアンス

の状況については取締役会で報告をすることとしました。

② 損失の危険の管理に関する取組み

　取締役会において、持続的成長と企業価値向上を実現するため、

事業推進上のリスク対応を考慮した中期経営計画を定めました。

また、主事業である鉄道事業については、定期的に開催する安全推進

委員会において、把握したリスクへの対応について審議し、速やかに

対処しました。
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③ グループ会社の管理に関する取組み

　経営統括本部において、グループ会社の取締役から職務の執行状況に

ついて定期的に報告を受け、重要事項についてはあらかじめ承認

手続を行うとともに、グループ会社のリスク情報聴取を定期的に行い

ました。また、監査室においてグループ会社の業務全般について

内部監査を実施し、内部統制の有効性と妥当性を確保しました。

④ 取締役の職務執行

　取締役の職務の効率性を確保するため取締役会を９回開催し、

取締役会規則に基づき、経営方針を含む経営計画や予算の策定のほか、

法令および定款に定められた事項ならびに業務執行上の重要事項に

ついて決定しました。また、これに先立つ常務会において、事業推進に

伴うリスクを踏まえ多面的な検討を行いました。

⑤ 監査役の職務執行

　監査役は、監査役会規則に基づき監査役会を７回開催したほか、

取締役会や常務会等の重要会議に出席し社内の重要な意思決定の過程

および業務の執行状況を把握しました。また、当社の取締役および

使用人、ならびにグループ会社の取締役、監査役および使用人から適宜

必要な報告・説明を受け監査の実効性確保に努めるとともに、

内部監査人（監査室）および会計監査人と職務遂行に必要な連携を

はかりました。

（注）　この事業報告中、百万円単位で表示した金額は百万円未満を、千株単位で表示した株式数

は千株未満をそれぞれ切り捨てております。
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連　結　貸　借　対　照　表

（平成28年月31日現在）
（単位：百万円）

科 目 金 額 科 目 金 額

（資　産　の　部）

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受取手形及び売掛金

商 品 及 び 製 品

分 譲 土 地 建 物

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建物及び構築物

機械装置及び運搬具

土 地

建 設 仮 勘 定

そ の 他

無 形 固 定 資 産

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

長 期 貸 付 金

退職給付に係る資産

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

13,964

6,560

2,246

1,098

2,679

511

872

△4

94,624

83,981

36,243

5,606

20,634

19,707

1,790

472

10,170

5,974

69

2,544

214

1,390

△24

（負　債　の　部）

流 動 負 債 28,930

支払手形及び買掛金 7,320

短 期 借 入 金 6,227

一年以内償還社債 6,000

未 払 法 人 税 等 554

賞 与 引 当 金 513

役 員 賞 与 引 当 金 42

商品券等使用引当金 295

そ の 他 7,976

固 定 負 債 45,122

長 期 借 入 金 19,271

繰 延 税 金 負 債 399

退職給付に係る負債 1,215

長期前受工事負担金 18,872

受 入 敷 金 保 証 金 4,769

そ の 他 593

負 債 合 計 74,053

（ 純 資 産 の 部 ）

株 主 資 本 32,007

資 本 金 10,090

資 本 剰 余 金 6,851

利 益 剰 余 金 15,214

自 己 株 式 △149

その他の包括利益累計額 1,748

その他有価証券評価差額金 1,074

退職給付に係る調整累計額 674

非 支 配 株 主 持 分 780

純 資 産 合 計 34,536

資 産 合 計 108,589 負債純資産合計 108,589

（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連　結　損　益　計　算　書

(平成27年月日から
平成28年月31日まで)

（単位：百万円）

科 目 金 額

営 業 収 益 48,267

営 業 費

運輸業等営業費及び売上原価 39,051

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 5,591 44,643

営 業 利 益 3,624

営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 143

そ の 他 の 収 益 336 480

営 業 外 費 用

支 払 利 息 351

そ の 他 の 費 用 145 496

経 常 利 益 3,608

特 別 利 益

工 事 負 担 金 等 受 入 額 800

収 用 等 特 別 勘 定 取 崩 益 16

受 取 補 償 金 15

固 定 資 産 受 贈 益 10 844

特 別 損 失

工 事 負 担 金 等 圧 縮 額 800

減 損 損 失 774

固 定 資 産 除 却 損 52

収 用 等 代 替 資 産 圧 縮 損 16

投 資 有 価 証 券 評 価 損 2 1,647

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 2,804

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 1,129

法 人 税 等 調 整 額 △233 896

当 期 純 利 益 1,907

非支配株主に帰属する当期純利益 58

親会社株主に帰属する当期純利益 1,849

（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連 結 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

(平成27年月日から
平成28年月31日まで)

（単位：百万円）

株　主　資　本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当 期 首 残 高 10,090 6,851 13,976 △142 30,775

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △611 △611

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

1,849 1,849

自 己 株 式 の 取 得 △6 △6

非支配株主との取引に
係る親会社の持分変動

0 0

株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 （ 純 額 ）

当 期 変 動 額 合 計 － 0 1,237 △6 1,231

当 期 末 残 高 10,090 6,851 15,214 △149 32,007

その他の包括利益累計額
非 支 配
株 主 持 分

純資産合計
そ の 他 有 価 証 券
評 価 差 額 金

退 職 給 付 に 係 る
調 整 累 計 額

その他の包括利益
累 計 額 合 計

当 期 首 残 高 1,796 1,085 2,882 737 34,394

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △611

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

1,849

自 己 株 式 の 取 得 △6

非支配株主との取引に
係る親会社の持分変動

0

株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 （ 純 額 ）

△721 △411 △1,133 42 △1,090

当 期 変 動 額 合 計 △721 △411 △1,133 42 141

当 期 末 残 高 1,074 674 1,748 780 34,536

（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連　結　注　記　表

(平成27年月日から
平成28年月31日まで)

Ⅰ　連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記

1.　連結の範囲に関する事項

　当社は、全ての子会社を連結しております。当連結計算書類に含まれた連結

子会社は17社で、主要な連結子会社の名称は株式会社山陽百貨店であります。

2.　持分法の適用に関する事項

　当社は、全ての関連会社に対して持分法を適用しております。当連結計算

書類に含まれた持分法適用会社の名称は姫路再開発ビル株式会社であります。

Ⅱ　会計方針に関する事項

1.　資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

時価のあるもの…………決算期末日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法により処理し、

売却原価は移動平均法により算定）

時価のないもの…………移動平均法に基づく原価法

(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法

分譲土地建物………………個別法に基づく原価法（収益性の低下による

簿価切下げの方法）

商品…………………………売価還元法に基づく原価法（収益性の低下に

よる簿価切下げの方法）

2.　固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く）

当社……………………………取替法・定額法

連結子会社……………………定率法（但し、株式会社山陽百貨店ほか一部

の連結子会社は定額法）

(2) リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

－ 21 －

連結注記表



3.　引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

　売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒

実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を

検討し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 賞与引当金

　従業員の賞与支給に備えて、将来の支給見込額のうち当連結会計年度に

おける支給見込額を計上しております。

　（追加情報）

　　　当社では、従来、賞与の支給時期は春季・夏季・冬季の年３回であり、

前連結会計年度は、連結会計年度末在籍者に対して翌月支給される春季

賞与の確定額を流動負債の「その他」に計上しておりましたが、支給

時期を夏季・冬季の年２回に変更したことから、当連結会計年度は、

夏季賞与の支給見込額のうち当連結会計年度の負担額を「賞与引当金」

として計上しております。

(3) 役員賞与引当金

　役員賞与の支給に備えて、当連結会計年度における支給見込額に基づき

計上しております。

(4) 商品券等使用引当金

　一定期間経過後収益計上した未使用の商品券等について、将来使用された

場合に発生する損失に備えるため、過去の実績に基づく使用見込額を計上

しております。

4.　その他連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項

(1) 退職給付に係る資産及び負債の計上基準

従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における見込額に

基づき、退職給付債務から年金資産の額を控除した額を計上しております。

なお、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末

までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。

当社における過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間

以内の一定の年数による定額法により費用処理しております。また、株式

会社山陽百貨店における過去勤務費用は、その発生時に一括費用処理して

おります。
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数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の年数による定額法により按分した額をそれぞれ発生の

翌連結会計年度から費用処理することとしております。

未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の未処理額については、

税効果を調整の上、純資産の部におけるその他の包括利益累計額の退職給付

に係る調整累計額に計上しております。

(2) 工事負担金等の会計処理

　当社は、鉄道事業において、国及び地方公共団体等より工事費の一部と

して工事負担金等を受けております。これらの工事負担金等は、工事完成時

に当該工事負担金等相当額により取得した固定資産の取得原価から直接減額

して計上しております。なお、損益計算書においては、工事負担金等受入額

として特別利益に計上するとともに、固定資産の取得原価から直接減額した

額を工事負担金等圧縮額として特別損失に計上しております。

(3) 消費税の会計処理

　消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

5.　会計方針の変更

企業結合に関する会計基準等の適用

　「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成25年月13日。

以下「企業結合会計基準」という。）、「連結財務諸表に関する会計基準」

（企業会計基準第22号　平成25年月13日。以下「連結会計基準」と

いう。）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第号　平成

25年月13日。以下「事業分離等会計基準」という。）等を当連結会計年度

から適用し、支配が継続している場合の子会社に対する当社の持分変動に

よる差額を資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した

連結会計年度の費用として計上する方法に変更しております。また、当連結

会計年度の期首以後実施される企業結合については、暫定的な会計処理の

確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する連結会計年度に

反映させる方法に変更しております。加えて、当期純利益等の表示の変更

及び少数株主持分から非支配株主持分への表示の変更を行っております。

　企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58-2項(4)、

連結会計基準第44-5項(4)及び事業分離等会計基準第57-4項(4)に定める

経過的な取扱いに従っており、当連結会計年度の期首時点から将来に

わたって適用しております。

　なお、これによる連結計算書類に与える影響は軽微であります。
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Ⅲ　連結貸借対照表に関する注記

1.　担保に供している資産及び担保に係る債務

(1) 鉄道財団 29,653百万円

債務内訳

長期借入金 9,300百万円

(2) 建物及び構築物 2,193百万円

土地 2,101百万円

債務内訳

受入敷金保証金 2,843百万円

　なお、長期借入金残高には一年内返済分を含んでおります。

2.　資産に係る減価償却累計額

有形固定資産の減価償却累計額 75,379百万円

3.　固定資産の取得原価から直接減額された工事負担金等累計額　32,927百万円

4.　供託資産

(1) 投資有価証券 710百万円

　割賦販売法に基づいて供託しております。

(2) 投資有価証券 123百万円

    供託金（その他） 1百万円

　特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律等に基づいて供託

しております。

Ⅳ　連結損益計算書に関する注記

　　　減損損失

　　　(1) 減損損失を認識した資産の概要

主な用途 種類 場所 減損損失

土地建物事業 土地 姫路市、高砂市 633百万円

索道事業及び遊園事業 土地・建物等 神戸市 136百万円

土地建物事業 土地 静岡県伊豆市 4百万円

　　　(2) 減損損失を認識するに至った経緯

　　　　　当該資産は収益性の低下により、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、

当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。
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Ⅴ　連結株主資本等変動計算書に関する注記

1.　当連結会計年度末における発行済株式の種類及び総数

普通株式　111,652,992株

2.　配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決　　議
株式の
種類

配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

平成27年月19日
定時株主総会

普通
株式

333 3
平成27年
月31日

平成27年
月22日

平成27年11月6日
取締役会

普通
株式

277 2.5
平成27年
月30日

平成27年
12月4日

計 611

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期と

なるもの

　平成28年月29日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に

関する事項を次のとおり提案しております。

①　配当金の総額　　　　　　　277百万円

②　１株当たり配当額　　　　　　　2.5円

③　基準日　　　　　　　平成28年月31日

④　効力発生日　　　　　平成28年月30日

　なお、配当原資については、利益剰余金とすることを予定しております。

Ⅵ　金融商品に関する注記

1.　金融商品の状況に関する事項

　当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、銀行等金融

機関からの借入及び社債により資金を調達しております。

　受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクは、顧客の財務状況等を確認

することによってリスク低減を図っております。

　また、投資有価証券は主として株式であり、上場株式については四半期ごと

に時価の把握を行っております。

　借入金の使途は運転資金（主として短期）及び設備資金（長期）であります。
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2.　金融商品の時価等に関する事項

　平成28年月31日（当期の連結決算日）における連結貸借対照表計上額、

時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
（単位：百万円）

連結貸借対照表
計上額（※）

時価（※） 差　額

(1) 現金及び預金 6,560 6,560 －

(2) 受取手形及び売掛金 2,246 2,246 －

(3) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券

5,774 5,774 －

(4) 支払手形及び買掛金 (7,320) (7,320) －

(5) 短期借入金 (923) (923) －

(6) 社債 (6,000) (6,038) 38

(7) 長期借入金 (24,576) (25,065) 488

(8) 受入敷金保証金 (4,769) (4,769) －

（※）負債に計上されているものについては、（　　）で示しております。

（注）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

(1) 現金及び預金、並びに(2) 受取手形及び売掛金

　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、

当該帳簿価額によっております。

(3) 有価証券及び投資有価証券

　これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、債券は取引金融

機関等から提示された価格によっております。

(4) 支払手形及び買掛金、並びに(5) 短期借入金

　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、

当該帳簿価額によっております。

(6) 社債

　これらの時価について、市場価格等を反映した価格によっております。

(7) 長期借入金

　長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合

に想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。

(8) 受入敷金保証金

　建設協力金について、当連結会計年度末において新規発生した場合に想定

される利率で割引いております。

（注）非上場株式（連結貸借対照表計上額200百万円）は、市場価格がなく、かつ将来

キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて

困難と認められるため、「(3) 有価証券及び投資有価証券　その他有価証券」には

含めておりません。

－ 26 －

連結注記表



Ⅶ　賃貸等不動産に関する注記

1.　賃貸等不動産の状況に関する事項

　当社及び一部の子会社では、兵庫県その他の地域において、賃貸用の土地

建物を有しております。

2.　賃貸等不動産の時価に関する事項
（単位：百万円）

連結貸借対照表計上額 時　　　価

19,382 26,010

（注）連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。

（注）当連結会計年度末の時価は、主要な物件については「不動産鑑定評価基準」を

斟酌して自社で算定した金額であります。ただし、一定の評価額が適切に市場価格を

反映していると考えられる場合は、当該評価額や連結貸借対照表計上額をもって時価

としております。

Ⅷ　１株当たり情報に関する注記

１株当たり純資産額 303円70銭

１株当たり当期純利益 16円64銭

Ⅸ　その他の注記

収用等代替資産圧縮額

　当連結会計年度における圧縮額　16百万円
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書（謄本）

独立監査人の監査報告書

平成28年月10日

山陽電気鉄道株式会社

取　締　役　会　　御 中

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 佐 藤 陽 子 

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 石 田 博 信 

　当監査法人は、会社法第444条第項の規定に基づき、山陽電気鉄道株式会社の平成27年4月

日から平成28年月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、

連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

連結計算書類に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して

連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽

表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を

整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書類

に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認め

られる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要

な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに

基づき監査を実施することを求めている。

　監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が

実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重要

な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性

について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、

状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結計算書類の作成と適正な表示に関連する

内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに

経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討すること

が含まれる。

　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業

会計の基準に準拠して、山陽電気鉄道株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結

計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示している

ものと認める。

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害

関係はない。

以　上
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連結計算書類に係る監査役会の監査報告書（謄本）

連結計算書類に係る監査報告書

　当監査役会は、平成27年月日から平成28年月31日までの第127期

事業年度に係る連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結

株主資本等変動計算書及び連結注記表）に関して、各監査役が作成した

監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり

報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

　監査役会は、監査の方針、監査計画等を定め、各監査役から監査の

実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人

からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め

ました。

　各監査役は、監査役会が定めた監査の方針、監査計画等に従い、連結

計算書類について取締役及び使用人等から報告を受け、必要に応じて

説明を求めました。また、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、

適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人

からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め

ました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを

確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を

「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等

に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求め

ました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る連結計算書類について

検討いたしました。

２．監査の結果

　会計監査人新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当で

あると認めます。

平成28年月17日

山陽電気鉄道株式会社　監査役会

常任監査役(常勤） 守 屋 　 治 

監 査 役(常勤） 大 野 峰 雄 

監 査 役(社外監査役) 籔 本 信 裕 

監 査 役(社外監査役) 中 森 朝 明 
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貸　　借　　対　　照　　表

（平成28年月31日現在）
（単位：百万円）

科 目 金 額 科 目 金 額

（資　産　の　部）

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

未 収 運 賃

未 収 金

未 収 収 益

分 譲 土 地 建 物

貯 蔵 品

前 払 費 用

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

鉄道事業固定資産

付帯事業固定資産

建 設 仮 勘 定

鉄道事業建設仮勘定

付帯事業建設仮勘定

投資その他の資産

関 係 会 社 株 式

投 資 有 価 証 券

長 期 貸 付 金

長 期 前 払 費 用

そ の 他

貸 倒 引 当 金

6,768

1,738

1,071

398

64

2,617

343

12

412

108

△0

83,157

31,683

21,826

19,734

18,928

805

9,912

1,041

4,952

2,008

2,076

336

△502

（負　債　の　部）

流 動 負 債 20,254

短 期 借 入 金 4,314

一年以内償還社債 6,000

未 払 金 4,991

未 払 費 用 1,026

未 払 消 費 税 等 226

未 払 法 人 税 等 418

預 り 連 絡 運 賃 221

預 り 金 585

前 受 運 賃 1,077

前 受 金 726

前 受 収 益 236

賞 与 引 当 金 348

役 員 賞 与 引 当 金 33

乗車券使用引当金 37

そ の 他 8

固 定 負 債 40,969

長 期 借 入 金 16,450

繰 延 税 金 負 債 83

退 職 給 付 引 当 金 440

長期前受工事負担金 18,872

受 入 敷 金 保 証 金 4,662

資 産 除 去 債 務 172

そ の 他 287

負 債 合 計 61,224

（ 純 資 産 の 部 ）

株 主 資 本 27,682

資 本 金 10,090

資 本 剰 余 金 6,851

資 本 準 備 金 2,522

その他資本剰余金 4,328

利 益 剰 余 金 10,889

その他利益剰余金 10,889

圧 縮 積 立 金 454

別 途 積 立 金 50

繰越利益剰余金 10,385

自 己 株 式 △149

評 価 ・ 換 算 差 額 等 1,019

その他有価証券評価差額金 1,019

純 資 産 合 計 28,701

資 産 合 計 89,926 負債純資産合計 89,926

（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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損　　益　　計　　算　　書

(平成27年月１日から
平成28年月31日まで)

（単位：百万円）

科 目 金 額

鉄 道 事 業

営 業 収 益 13,534

営 業 費 12,374

営 業 利 益 1,160

付 帯 事 業

営 業 収 益 5,686

営 業 費 3,583

営 業 利 益 2,103

全 事 業 営 業 利 益 3,263

営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 154

そ の 他 の 収 益 74 229

営 業 外 費 用

支 払 利 息 322

そ の 他 の 費 用 50 373

経 常 利 益 3,119

特 別 利 益

工 事 負 担 金 等 受 入 額 800

収 用 等 特 別 勘 定 取 崩 益 16 817

特 別 損 失

工 事 負 担 金 等 圧 縮 額 800

減 損 損 失 769

収 用 等 代 替 資 産 圧 縮 額 16

投 資 有 価 証 券 評 価 損 8 1,595

税 引 前 当 期 純 利 益 2,341

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 957

法 人 税 等 調 整 額 △237 719

当 期 純 利 益 1,621

（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

(平成27年月１日から
平成28年月31日まで)

（単位：百万円）

株 主 資 本

資　本　金
資 本 剰 余 金

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計

当 期 首 残 高 10,090 2,522 4,328 6,851

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当

当 期 純 利 益

実 効 税 率 変 更 に 伴 う
圧 縮 積 立 金 増 加 額

圧 縮 積 立 金 取 崩 額

自 己 株 式 の 取 得

株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 （ 純 額 ）

当 期 変 動 額 合 計 － － － －

当 期 末 残 高 10,090 2,522 4,328 6,851

株 主 資 本
利 益 剰 余 金

その他利益剰余金
利益剰余金合計

圧縮積立金 別途積立金 繰越利益剰余金

当 期 首 残 高 464 50 9,364 9,879

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △611 △611

当 期 純 利 益 1,621 1,621

実 効 税 率 変 更 に 伴 う
圧 縮 積 立 金 増 加 額

12 △12 －

圧 縮 積 立 金 取 崩 額 △22 22 －

自 己 株 式 の 取 得

株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 （ 純 額 ）

当 期 変 動 額 合 計 △10 － 1,021 1,010

当 期 末 残 高 454 50 10,385 10,889

株 主 資 本 評価・換算差額等
純資産合計

自己株式 株主資本合計
その他有価証券
評 価 差 額 金

評価・換算差額等合計

当 期 首 残 高 △142 26,677 1,739 1,739 28,417

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △611 △611

当 期 純 利 益 1,621 1,621

実 効 税 率 変 更 に 伴 う
圧 縮 積 立 金 増 加 額

－ －

圧 縮 積 立 金 取 崩 額 － －

自 己 株 式 の 取 得 △6 △6 △6

株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 （ 純 額 ）

△719 △719 △719

当 期 変 動 額 合 計 △6 1,004 △719 △719 284

当 期 末 残 高 △149 27,682 1,019 1,019 28,701

（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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個　別　注　記　表

(平成27年月日から
平成28年月31日まで)

Ⅰ　重要な会計方針に係る事項に関する注記

1.　資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式…………………移動平均法に基づく原価法

その他有価証券

時価のあるもの…………期末日の市場価格等に基づく時価法（評価

差額は全部純資産直入法により処理し、売却

原価は移動平均法により算定）

時価のないもの…………移動平均法に基づく原価法

(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法

分譲土地建物………………個別法に基づく原価法（収益性の低下による

簿価切下げの方法）

貯蔵品………………………移動平均法に基づく原価法（収益性の低下に

よる簿価切下げの方法）

2.　有形固定資産の減価償却の方法

鉄道事業取替資産……………取替法

その他の有形固定資産………定額法

3.　引当金の計上基準

(1) 退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務

および年金資産の見込額に基づき、当事業年度末において発生していると

認められる額を計上しております。なお、退職給付債務の算定にあたり、

退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、

給付算定式基準によっております。

　過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の

年数による定額法により費用処理しております。

　また、数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均

残存勤務期間以内の一定年数による定額法により按分した額をそれぞれ発生

の翌事業年度から費用処理することとしております。
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(2) 貸倒引当金

　売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒

実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を

検討し、回収不能見込額を計上しております。

(3) 賞与引当金

　従業員賞与の支給に備えて、当事業年度における支給見込額に基づき計上

しております。

（追加情報）

　従来、賞与の支給時期は春季・夏季・冬季の年３回であり、前事業

年度は、事業年度末在籍者に対して翌月支給される春季賞与の確定額を

「未払費用」に計上しておりましたが、支給時期を夏季・冬季の年２回

に変更したことから、当事業年度は、夏季賞与の支給見込額のうち

当事業年度の負担額を「賞与引当金」として計上しております。

(4) 役員賞与引当金

　役員賞与の支給に備えて、当事業年度における支給見込額に基づき計上

しております。

(5) 乗車券使用引当金

　負債計上中止後に回収された場合に発生する損失に備えるため、過去の

実績に基づく将来の回収見込額を引当金として計上しております。

4.　その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

(1) 工事負担金等の会計処理

　当社は、鉄道事業において、国および地方公共団体等より工事費の一部と

して工事負担金等を受けております。これらの工事負担金等は、工事完成時

に当該工事負担金等相当額により取得した固定資産の取得原価から直接減額

して計上しております。なお、損益計算書においては、工事負担金等受入額

として特別利益に計上するとともに、固定資産の取得原価から直接減額した

額を工事負担金等圧縮額として特別損失に計上しております。

(2) 消費税の会計処理

　消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
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Ⅱ　貸借対照表に関する注記

1.　担保に供している資産及び担保に係る債務

(1) 鉄道事業固定資産 29,653百万円

（財団組成）

債務内訳

長期借入金 9,300百万円

(2) 付帯事業固定資産 4,295百万円

債務内訳

受入敷金保証金 2,843百万円

　なお、長期借入金残高には一年内返済分を含んでおります。

2.　資産に係る減価償却累計額

有形固定資産の減価償却累計額 59,410百万円

3.　事業用固定資産

有形固定資産 53,284百万円

土地 15,387百万円

建物 14,249百万円

構築物 17,434百万円

車両 3,052百万円

その他 3,159百万円

無形固定資産 225百万円

4.　債務保証

　下記の会社の金融機関等からの借入債務に対し、保証を行っております。

株式会社山陽百貨店 5,255百万円

山陽アメニティサービス株式会社 116百万円

5.　供託資産

投資有価証券

供託金（その他）

123百万円

1百万円

　特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律等に基づいて供託

しております。

6.　関係会社に対する金銭債権及び金銭債務（区分表示したものを除く）

短期金銭債権 539百万円

長期金銭債権 2,008百万円

短期金銭債務 867百万円

長期金銭債務 46百万円

7.　固定資産の取得原価から直接減額された工事負担金等累計額　32,927百万円
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Ⅲ　損益計算書に関する注記

1.　営業収益 19,220百万円

2.　営業費

運送営業費及び売上原価 10,230百万円

販売費及び一般管理費 1,764百万円

諸      税 1,106百万円

減価償却費 2,855百万円

3.　関係会社との取引高

営業取引による取引高

営業収益 1,225百万円

営 業 費 1,311百万円

営業取引以外の取引高 442百万円

4.　減損損失

(1) 減損損失を認識した資産の概要

主な用途 種類 場所 減損損失

土地建物事業 土地 姫路市、高砂市 633百万円

索道事業及び
遊園事業

土地・建物等 神戸市 136百万円

(2) 減損損失を認識するに至った経緯

　当該資産は、収益性の低下により帳簿価額を回収可能価額まで減額し、

当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。

Ⅳ　株主資本等変動計算書に関する注記

当事業年度末における自己株式の種類及び株式数

普通株式 502,820株

Ⅴ　税効果会計に関する注記

　繰延税金資産の発生の主な原因は、退職給付引当金超過額であり、繰延税金

負債の発生の主な原因は、退職給付信託設定益であります。
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Ⅵ　関連当事者との取引に関する注記

1.　親会社及び法人主要株主等……該当事項なし。

2.　子会社及び関連会社等
（単位：百万円）

種類 会社等の名称
議決権等の所有
（被所有）割合

関連当事者
と の 関 係

取引の内容
取引金額
（注）

科目
期末
残高

子会社
株式会社

山陽百貨店
所有
直接53.9％

商品の購入
及び土地・
建物の賃貸借
役員の兼任

債務保証
（注1）

資金の貸付
（注2）

5,255

800

－

長期貸付金

－

800

子会社
山陽バス
株式会社

所有
直接100.0％

土地・建物の
賃貸
役員の兼任

資金の貸付
（注）

508 長期貸付金 508

取引条件及び取引条件の決定方針等

（注）金融機関等からの借入金5,255百万円に対するものであります。

（注）資金の貸付につきましては、市場金利を勘案して決定しております。

（注）取引金額には消費税を含めておりません。

3.　兄弟会社等………………………該当事項なし。

4.　役員及び個人主要株主等………該当事項なし。

Ⅶ　株当たり情報に関する注記

株当たり純資産額　　　　　258円23銭

株当たり当期純利益　　　　 14円59銭

Ⅷ　その他の注記

収用等代替資産圧縮額

当事業年度における圧縮額　16百万円
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会計監査人の監査報告書（謄本）

独立監査人の監査報告書

平成28年月10日

山陽電気鉄道株式会社

取　締　役　会　　御 中

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 佐 藤 陽 子 

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 石 田 博 信 

　当監査法人は、会社法第436条第項第号の規定に基づき、山陽電気鉄道株式会社の

平成27年月日から平成28年月31日までの第127期事業年度の計算書類、すなわち、貸借

対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について

監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して

計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬に

よる重要な虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経営者

が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及び

その附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に

公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算

書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため

に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

　監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手する

ための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算

書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。

監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、

リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算書類

及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、

経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も

含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と

認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産

及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害

関係はない。

以　上
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監査役会の監査報告書（謄本）

監　査　報　告　書

　当監査役会は、平成27年月日から平成28年月31日までの第127期事業年度の取締役の

職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を

作成し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

(1) 監査役会は、監査の方針、監査計画等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果に

ついて報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について

報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

(2) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、監査計画等に

従い、取締役、監査室その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の

整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。

① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況に

ついて報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社

及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社に

ついては、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に

応じて子会社から事業の報告を受けました。

② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保

するための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を

確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第項及び第項に定める

体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制

（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況に

ついて定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。

③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び

検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に

応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われる

ことを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に

関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している

旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借

対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書について

検討いたしました。

２．監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示して

いるものと認めます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な

事実は認められません。

③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該

内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、

指摘すべき事項は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

　会計監査人新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

平成28年月17日

山陽電気鉄道株式会社　監査役会
常任監査役(常勤） 守 屋 　 治 

監 査 役(常勤） 大 野 峰 雄 

監 査 役(社外監査役) 籔 本 信 裕 

監 査 役(社外監査役) 中 森 朝 明 

以　上
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株主総会参考書類

議案および参考事項

第１号議案　剰余金の配当の件

　当期の期末配当につきましては、安定的な配当の継続と当期の業績および

今後の事業展開等を総合的に勘案し、次のとおりといたしたいと存じます。

期末配当に関する事項

(1) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式株につき金2.5円　　総額277,875,430円

　なお、中間配当金2.5円を含めた年間配当金は株につき円となります。

(2) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成28年月30日

第２号議案　監査役名選任の件

　本総会終結の時をもって、監査役守屋　治、大野峰雄、籔本信裕、中森朝明

の名全員が任期満了となりますので、監査役名の選任をお願いするもので

あります。

　なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

　その候補者は、次のとおりであります。

候補者
番 号

氏 名
（生年月日）

略歴、地位および重要な兼職の状況
所 有 す る
当 社 の
株 式 の 数

1

もり

守
や

屋 　
おさむ

治

(昭和24年
2月日生)

昭和46年月　当社入社

平成16年月　株式会社ケーブルテレビ神戸

　　　　　　（現株式会社ジェイコムウエスト）

　　　　　　　常任監査役

　　　　　　　当社監査役

平成17年12月　株式会社ケーブルテレビ神戸

　　　　　　（現株式会社ジェイコムウエスト）

　　　　　　　常勤監査役

平成20年月　当社監査役（常勤）

平成20年月　当社常任監査役（現在）

69,200株
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候補者
番 号

氏 名
（生年月日）

略歴、地位および重要な兼職の状況
所 有 す る
当 社 の
株 式 の 数

2

おお

大
の

野
みね

峰
お

雄

(昭和28年
7月14日生)

昭和53年月　当社入社

平成20年月　当社監査役（常勤）（現在）

重要な兼職の状況

　株式会社山陽百貨店　監査役

31,000株

3

やぶ

籔
もと

本
のぶ

信
ひろ

裕

(昭和20年
5月19日生)

昭和44年月　株式会社神戸銀行（現株式会社

　　　　　　　三井住友銀行）入社

平成年月　株式会社さくら銀行（現株式会社

三井住友銀行）取締役

平成11年月　同社執行役員

平成12年月　同社常務執行役員

平成13年月　株式会社みなと銀行専務執行役員

平成13年月　同社代表取締役専務取締役

平成18年月　同社代表取締役頭取

平成22年月　同社代表取締役会長

平成23年月　同社特別顧問（現在）

平成24年月　当社監査役（現在）

重要な兼職の状況

　株式会社みなと銀行　特別顧問

0株

4

なか

中
もり

森
とも

朝
あき

明

(昭和22年
8月4日生)

昭和46年月　関西電力株式会社入社

平成15年月　同社常任監査役

平成19年月　同社常務取締役

関電不動産株式会社（現関電不動産

開発株式会社）監査役

平成22年月　株式会社関電パワーテック

　　　　　　　代表取締役社長

平成25年月　当社監査役（現在）

　　　　　　　関電不動産株式会社（現関電不動産

開発株式会社）代表取締役社長（現在）

重要な兼職の状況

　関電不動産開発株式会社　代表取締役社長

0株
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（注）1.各監査役候補者と当社との特別の利害関係はありません。

2.籔本信裕および中森朝明の両氏は、社外監査役候補者であります。

3.籔本信裕および中森朝明の両氏については、社外で培ってきた幅広い経験と豊富な見識を

当社の監査に活かしていただくため、社外監査役候補者といたしました。

4.籔本信裕氏の社外監査役の在任期間は、本総会終結の時をもって年、中森朝明氏の

社外監査役の在任期間は、本総会終結の時をもって年であります。

5.当社は、会社法第427条第項の規定に基づき、籔本信裕および中森朝明の両氏との

間で、会社法第423条第項に規定する損害賠償責任を法令が規定する額に限定する

契約を締結しており、また、両氏の再選が承認された場合、当該契約を継続いたし

ます。

6.当社は、籔本信裕および中森朝明の両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員と

して指定し、同取引所に届け出ております。

以　上
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議案および参考事項



《メ　モ》

メモ



株 主 総 会 会 場 ご 案 内

株主総会は、下記の会場で開催いたしますのでご案内申しあげます。

記

会　　場　　　神戸市中央区東川崎町一丁目番号

神戸情報文化ビル階　神戸新聞松方ホール

交　　通　　　高速神戸駅下車、徒歩約15分

ＪＲ神戸駅下車、徒歩約10分

地下鉄ハーバーランド駅下車、徒歩約10分

Ｎ

高速神戸駅

Ｊ
　
Ｒ
　
神
　
戸
　
駅

ハーバーランド駅

神戸クリスタルタワー

神戸市営地下鉄（海岸線）

至
三
ノ
宮
→

西
元
町
駅

神戸中央
郵便局

阪 神 高 速 道 路

神戸港

ｕｍｉｅ
モザイク神戸新聞松方ホール

（神戸情報文化ビル４階）

ｕｍｉｅ
ノースモール

ｕｍｉｅ
サウスモール

プロメナ神戸

神戸ハーバーランド
センタービル

ホテルクラウン
パレス神戸

デュオこうべ
山の手

地下

デュオこうべ
浜の手

神戸高速線

地図


